
 四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月２４日 

                      四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第２２号 

   四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 四日市市建築基準法等関係手数料条例（平成１９年四日市市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（建築物省エネ法の規定に基づく手数

料の種類及び額） 

（建築物省エネ法の規定に基づく手数

料の種類及び額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 建築物省エネ法第３５条第２項（同法

第３６条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による建築基準関係規

定の適合審査を受ける旨の申出があっ

た場合における認定申請に対する審査

手数料の額は、前項に掲げる額に、次の

各号に掲げる建築物について、当該各号

に定める額を加算したものとする。 

２ 建築物省エネ法第３０条第２項（同法

第３１条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による建築基準関係規

定の適合審査を受ける旨の申出があっ

た場合における認定申請に対する審査

手数料の額は、前項に掲げる額に、次の

各号に掲げる建築物について、当該各号

に定める額を加算したものとする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

 

改正後 

別表第７（第４条第１項関係） 

種類 額 

都市低炭素

化促進法第

５３条第１

項の規定に

基づく低炭

素建築物新

当該認定申請

に係る低炭素

建築物新築等

計画が、都市

低炭素化促進

法第５４条第

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

１０，１００円 

床面積の合計が １８，４００円 



築等計画の

認定申請に

対する審査

手数料 

１項各号に掲

げる基準又は

これと同等の

基準に適合す

るものとして

市長が別に定

める方法によ

り技術的審査

を受けたもの

である場合 

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

１０，１００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

１８，４００円 

床面積の合計が

１，０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

１１７，９００

円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

１５５，５００

円 

床面積の合計が

１，０００m２を

１９４，５００

円 



超え２，０００m

２以内のもの 

 （略） 

非住

宅建

築物 

申請に係

る低炭素

建築物新

築等計画

が、都市低

炭素化促

進法第５

４条第１

項第１号

の規定に

より定め

られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

る場合 

床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

９３，８００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

１２４，９００

円 

床面積の合計が

１，０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

１５７，３００

円 

 （略） 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

２５６，７００

円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

３２１，６００

円 



床面積の合計が

１，０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

４１５，２００

円 

床面積の合計が

２，０００m２を

超え５，０００m

２以内のもの 

５９２，６００

円 

床面積の合計が

５，０００m２を

超え１０，００

０m２以内のもの 

７３０，０００

円 

床面積の合計が

１０，０００m２

を超え２５，０

００m２以内のも

の 

８６２，９００

円 

床面積の合計が

２５，０００m２

を超えるもの 

９８４，５００

円 

都市低炭素

化促進法第

５５条第１

項の規定に

基づく低炭

素建築物新

築等計画の

変更の認定

申請に対す

る審査手数

料 

当該認定申請

に係る低炭素

建築物新築等

計画が、都市

低炭素化促進

法第５４条第

１項各号に掲

げる基準又は

これと同等の

基準に適合す

るものとして

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

６，０００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

１１，０００円 

床面積の合計が

１，０００m２を

１７，３００円 



市長が別に定

める方法によ

り技術的審査

を受けたもの

である場合 

超え２，０００m

２以内のもの 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

６，０００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

１１，０００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

１７，３００円 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

５９，９００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

７９，５００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

１００，１００

円 

 （略） 

非住

宅建

申請に係

る低炭素

床面積の合計が

３００m２以内の

４７，９００円 



築物 建築物新

築等計画

が、都市低

炭素化促

進法第５

４条第１

項第１号

の規定に

より定め

られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

る場合 

もの 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

６４，３００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

８１，５００円 

 （略） 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

１２９，４００

円 

床面積の合計が

３００m２を超え

１，０００m２以

内のもの 

１６２，６００

円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２，０００m

２以内のもの 

２１０，６００

円 

床面積の合計が ３０５，３００



２，０００m２を

超え５，０００m

２以内のもの 

円 

床面積の合計が

５，０００m２を

超え１０，００

０m２以内のもの 

３７９，３００

円 

床面積の合計が

１０，０００m２

を超え２５，０

００m２以内のも

の 

４４９，６００

円 

床面積の合計が

２５，０００m２

を超えるもの 

５１４，９００

円 

 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第７（第４条第１項関係） 

種類 額 

都市低炭素

化促進法第

５３条第１

項の規定に

基づく低炭

素建築物新

築等計画の

認定申請に

対する審査

手数料 

当該認定申請

に係る低炭素

建築物新築等

計画が、都市

低炭素化促進

法第５４条第

１項各号に掲

げる基準又は

これと同等の

基準に適合す

るものとして

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

１０，１００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合計が １０，１００円 



市長が別に定

める方法によ

り技術的審査

を受けたもの

である場合 

３００m２以内の

もの 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

１１７，９００

円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

１９４，５００

円 

 （略） 

非住

宅建

築物 

申請に係

る低炭素

建築物新

築等計画

が、都市低

炭素化促

進法第５

４条第１

項第１号

の規定に

より定め

られた簡

易な評価

方法であ

床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

９３，８００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

１５７，３００

円 

 （略） 



って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

る場合 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

２６０，４００

円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

４１５，１００

円 

床面積の合計が

２，０００m２を

超え５，０００m

２以内のもの 

５９０，９００

円 

床面積の合計が

５，０００m２を

超え１０，００

０m２以内のもの 

７２４，７００

円 

床面積の合計が

１０，０００m２

を超え２５，０

００m２以内のも

の 

８５４，２００

円 

床面積の合計が

２５，０００m２

を超えるもの 

９７５，０００

円 

都市低炭素 当該認定申請  （略） 



化促進法第

５５条第１

項の規定に

基づく低炭

素建築物新

築等計画の

変更の認定

申請に対す

る審査手数

料 

に係る低炭素

建築物新築等

計画が、都市

低炭素化促進

法第５４条第

１項各号に掲

げる基準又は

これと同等の

基準に適合す

るものとして

市長が別に定

める方法によ

り技術的審査

を受けたもの

である場合 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

６，０００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

１７，３００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

６，０００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

１７，３００円 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

５９，９００円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

１００，１００

円 

 （略） 

非住

宅建

築物 

申請に係

る低炭素

建築物新

築等計画

床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

４７，９００円 

床面積の合計が ８１，５００円 



が、都市低

炭素化促

進法第５

４条第１

項第１号

の規定に

より定め

られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

る場合 

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

 （略） 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合計が

３００m２以内の

もの 

１３１，２００

円 

床面積の合計が

３００m２を超え

２，０００m２以

内のもの 

２１０，４００

円 

床面積の合計が

２，０００m２を

超え５，０００m

２以内のもの 

３０４，１００

円 

床面積の合計が

５，０００m２を

超え１０，００

３７６，１００

円 



０m２以内のもの 

床面積の合計が

１０，０００m２

を超え２５，０

００m２以内のも

の 

４４４，４００

円 

床面積の合計が

２５，０００m２

を超えるもの 

５０９，２００

円 

 

備考 （略） 

 

改正後 

別表第８（第５条第１項関係） 

種類 額 

建築物省エ

ネ法第１２

条第１項又

は第１３条

第２項の規

定に基づく

適合性判定

の申請に対

する審査手

数料 

非住宅建築物

（工場等） 

建築物エネルギー

消費性能向上計画

に建築物省エネ法

第３４条第３項各

号に掲げる事項が

記載されている場

合の同項に規定す

る他の建築物にお

いて、当該建築物

エネルギー消費性

能向上計画と当該

他の建築物におけ

る建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画が同様の方法に

より評価されたも

のである場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１８，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２８，０００円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

８６，０００円 



２以内のもの 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

１３７，０００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

１７３，０００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

２１７，０００

円 

上記以外の評価方

法により評価され

たものである場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２１，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

２９，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

４２，０００円 

 （略） 



非住宅建築物

（工場等以外） 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画に建築物省

エネ法第３４条

第３項各号に掲

げる事項が記載

されている場合

の同項に規定す

る他の建築物に

おいて、当該建

築物エネルギー

消費性能向上計

画と当該他の建

築物における建

築物エネルギー

消費性能確保計

画が同様の方法

により評価され

たものである場

合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１８，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２８，０００円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

８６，０００円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

１３７，０００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

１７３，０

００円 

床面積の合 ２１７，０



計が２５，０

００m２を超

えるもの 

００円 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物省エ

ネ法第２条第１

項第３号の規定

により定められ

た簡易な評価方

法であって市長

が別に定める方

法により評価さ

れたものである

場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

９８，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１２４，０００

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１６４，０００

円 

 （略） 

上記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２５６，０

００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

３２１，０

００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

４１５，０

００円 

床面積の合 ５９２，０



計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

００円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

７３０，０

００円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

８６２，０

００円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

９８４，０

００円 

 

 

建築物省エ

ネ法第１２

条第２項又

は第１３条

第３項の規

定に基づく

適合性判定

の変更の申

請に対する

審査手数料 

非住宅建築物

（工場等） 

建築物エネルギー

消費性能向上計画

に建築物省エネ法

第３４条第３項各

号に掲げる事項が

記載されている場

合の同項に規定す

る他の建築物にお

いて、当該建築物

エネルギー消費性

能向上計画と当該

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

６，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１１，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

１７，０００円 



他の建築物におけ

る建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画が同様の方法に

より評価されたも

のである場合 

２，０００m

２以内のもの 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

５２，０００円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

８２，０００円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

１０４，０００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

１３０，０００

円 

上記以外の評価方

法により評価され

たものである場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１１，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１６，０００円 



床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２４，０００円 

 （略） 

非住宅建築物

（工場等以外） 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画に建築物省

エネ法第３４条

第３項各号に掲

げる事項が記載

されている場合

の同項に規定す

る他の建築物に

おいて、当該建

築物エネルギー

消費性能向上計

画と当該他の建

築物における建

築物エネルギー

消費性能確保計

画が同様の方法

により評価され

たものである場

合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

６，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１１，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１７，０００円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

５２，０００円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

８２，０００円 

床面積の合 １０４，０００



計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

１３０，０００

円 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物省エ

ネ法第２条第１

項第３号の規定

により定められ

た簡易な評価方

法であって市長

が別に定める方

法により評価さ

れたものである

場合  

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

５０，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

６４，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

８５，０００円 

 （略） 

上記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１２９，０００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１６２，０００

円 



床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２１０，０００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

３０５，０００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

３７９，０００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

４４９，０００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

５１４，０００

円 

建築物省エ

ネ法第１２

条第２項又

は第１３条

第３項に規

非住宅建築物（工場等） 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

５，０００円 

床面積の合

計が３００m

８，０００円 



定する軽微

変更該当証

明書の交付

の申請に対

する審査手

数料 

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１２，０００円 

 （略） 

非住宅建築物

（工場等以外） 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物省エ

ネ法第２条第１

項第３号の規定

により定められ

た簡易な評価方

法であって、市

長が別に定める

方法により評価

されたものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２５，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

３２，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

４２，０００円 

 （略） 

上記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

６４，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

８１，０００円 



床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１０５，０００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

１５２，０００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

１８９，０００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

２２４，０００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

２５７，０００

円 

建築物省エ

ネ法第３４

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

当該認定申請に

係る建築物エネ

ルギー消費性能

向上計画が、建

築物省エネ法第

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，１００円 



ネルギー消

費性能向上

計画の認定

申請に対す

る審査手数

料（新たに棟

を加える変

更を行う場

合を含む。） 

３５条第１項各

号に掲げる基準

又はこれと同等

の基準に適合す

るものとして市

長が別に定める

方法により技術

的審査を受けた

ものである場合 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１８，４００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，１００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１８，４００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１１７，９００

円 

床面積の合 １５５，５００



計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１９４，５００

円 

 （略） 

非住

宅建

築物 

申請に係

る建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画が、建

築物省エ

ネ法第３

５条第１

項第１号

の規定に

より定め

られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

９３，８００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１２４，９００

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１５７，３００

円 

 （略） 



る場合 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２５６，７００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

３２１，６００

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

４１５，２００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

５９２，６００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

７３０，０００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

８６２，９００

円 



床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

９８４，５００

円 

建築物省エ

ネ法第３６

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定申請

に対する審

査手数料（新

たに棟を加

える変更を

行う場合を

除く。） 

当該認定申請に

係る建築物エネ

ルギー消費性能

向上計画が、建

築物省エネ法第

３５条第１項各

号に掲げる基準

又はこれと同等

の基準に適合す

るものとして市

長が別に定める

方法により技術

的審査を受けた

ものである場合 

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

６，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１１，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１７，３００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

６，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１１，０００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

１７，３００円 



２，０００m

２以内のもの 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

５９，９００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

７９，５００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１００，１００

円 

 （略） 

非住

宅建

築物 

申請に係

る建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画が、建

築物省エ

ネ法第３

５条第１

項第１号

の規定に

より定め

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

４７，９００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

６４，３００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

８１，５００円 



られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

る場合 

２以内のもの 

 （略） 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１２９，４００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１６２，６００

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２１０，６００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

３０５，３００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

３７９，３００

円 



１０，０００

m２以内のも

の 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

４４９，６００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

５１４，９００

円 

建築物省エ

ネ法第４１

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能に係

る認定申請

に対する審

査手数料 

申請に係る建築

物が、建築物省

エネ法第２条第

１項第３号に規

定する基準又は

これと同等の基

準に適合するも

のとして市長が

別に定める方法

により技術的審

査を受けたもの

である場合 

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，１００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１８，４００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

１０，１００円 



２以内のもの 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１８，４００円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

その

他の

場合 

申請に係

る建築物

の共用部

分以外の

部分が、

建築物省

エネ法第

２条第１

項第３号

の規定に

より定め

られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１１７，９００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１５５，５００

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１９４，５００

円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

９３，８００円 



ものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１２４，９００

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１５７，３００

円 

 （略） 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１１７，９００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

１５５，５００

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

１９４，５００

円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２５６，７００

円 

床面積の合 ３２１，６００



計が３００m

２を超え１，

０００m２以

内のもの 

円 

床面積の合

計が１，００

０m２を超え

２，０００m

２以内のもの 

４１５，２００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

５９２，６００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

７３０，０００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

８６２ 

，９００円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

９８４，５００

円 

 

備考 （略） 

 



改正前 

別表第８（第５条第１項関係） 

種類 額 

建築物省エ

ネ法第１２

条第１項又

は第１３条

第２項の規

定に基づく

適合性判定

の申請に対

する審査手

数料 

非住宅建築物（工場等） 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２１，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

４２，０００円 

 （略） 

非住宅建築物

（工場等以外） 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物省エ

ネ法第２条第３

号の規定により

定められた簡易

な評価方法であ

って市長が別に

定める方法によ

り評価されたも

のである場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

９８，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１６４，０００

円 

 （略） 

上記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２７１，０

００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

４３３，０

００円 



内のもの 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

６１６，０

００円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

７５６，０

００円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

８９１，０

００円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

１，０１７，

０００円 

建築物省エ

ネ法第１２

条第２項又

は第１３条

第３項の規

定に基づく

適合性判定

の変更の申

請に対する

非住宅建築物（工場等） 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１１，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

２４，０００円 

 （略） 



審査手数料 非住宅建築物

（工場等以外） 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物省エ

ネ法第２条第３

号の規定により

定められた簡易

な評価方法であ

って市長が別に

定める方法によ

り評価されたも

のである場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

５０，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

８５，０００円 

 （略） 

上記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１３６，０００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

２１９，０００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

３１７，０００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

３９２，０００

円 



の 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

４６３，０００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

５３１，０００

円 

建築物省エ

ネ法第１２

条第２項又

は第１３条

第３項に規

定する軽微

変更該当証

明書の交付

の申請に対

する審査手

数料 

非住宅建築物（工場等） 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

５，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１２，０００円 

 （略） 

非住宅建築物

（工場等以外） 

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物省エ

ネ法第２条第３

号の規定により

定められた簡易

な評価方法であ

って、市長が別

に定める方法に

より評価された

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２５，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

４２，０００円 

 （略） 



ものである場合 

上記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

６８，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１０９，０００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

１５８，０００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

１９６，０００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

２３１，０００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

２６５，０００

円 

建築物省エ 当該認定申請に  （略） 



ネ法第２９

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の認定

申請に対す

る審査手数

料（新たに棟

を加える変

更を行う場

合を含む。） 

係る建築物エネ

ルギー消費性能

向上計画が、建

築物省エネ法第

３０条第１項各

号に掲げる基準

又はこれと同等

の基準に適合す

るものとして市

長が別に定める

方法により技術

的審査を受けた

ものである場合 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，１００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，１００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１１７，９００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１９４，５００

円 

 （略） 

非住 申請に係 床面積の合 ９３，８００円 



宅建

築物 

る建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画が、建

築物省エ

ネ法第３

０条第１

項第１号

の規定に

より定め

られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

る場合 

計が３００m

２以内のもの 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１５７，３００

円 

 （略） 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２６０，４００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

４１５，１００

円 

床面積の合

計が２，００

５９０，９００

円 



０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

７２４，７００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

８５４，２００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

９７５，０００

円 

建築物省エ

ネ法第３１

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定申請

に対する審

査手数料（新

たに棟を加

当該認定申請に

係る建築物エネ

ルギー消費性能

向上計画が、建

築物省エネ法第

３０条第１項各

号に掲げる基準

又はこれと同等

の基準に適合す

るものとして市

長が別に定める

方法により技術

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

６，０００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１７，３００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合 ６，０００円 



える変更を

行う場合を

除く。） 

的審査を受けた

ものである場合 

計が３００m

２以内のもの 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１７，３００円 

 （略） 

その他の場合  （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

５９，９００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１００，１００

円 

 （略） 

非住

宅建

築物 

申請に係

る建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画が、建

築物省エ

ネ法第３

０条第１

項第１号

の規定に

より定め

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

４７，９００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

８１，５００円 

 （略） 



られた簡

易な評価

方法であ

って市長

が別に定

める方法

により評

価された

ものであ

る場合 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１３１，２００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

２１０，４００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

３０４，１００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

３７６，１００

円 

床面積の合

計が１０，０

４４４，４００

円 



００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

５０９，２００

円 

建築物省エ

ネ法第３６

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能に係

る認定申請

に対する審

査手数料 

申請に係る建築

物が、建築物省

エネ法第２条第

３号に規定する

基準又はこれと

同等の基準に適

合するものとし

て市長が別に定

める方法により

技術的審査を受

けたものである

場合 

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，１００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１０，１００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

２８，９００円 

 （略） 

その

他の

場合 

申請に係

る建築物

の共用部

 （略） 

共同

住宅

 （略） 

共用部分 床面積の合 １１７，９００



分以外の

部分が、

建築物省

エネ法第

２条第３

号の規定

により定

められた

簡易な評

価方法で

あって市

長が別に

定める方

法により

評価され

たもので

ある場合 

等 計が３００m

２以内のもの 

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１９４，５００

円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

９３，８００円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１５７，３００

円 

 （略） 

上記以外

の評価方

法により

評価され

たもので

ある場合 

 （略） 

共同

住宅

等 

 （略） 

共用部分 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

１１７，９００

円 

床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

１９４，５００

円 

 （略） 

非住宅建築物 床面積の合

計が３００m

２以内のもの 

２６０，４００

円 



床面積の合

計が３００m

２を超え２，

０００m２以

内のもの 

４１５，１００

円 

床面積の合

計が２，００

０m２を超え

５，０００m

２以内のもの 

５９０，９００

円 

床面積の合

計が５，００

０m２を超え

１０，０００

m２以内のも

の 

７２４，７００

円 

床面積の合

計が１０，０

００m２を超

え２５，００

０m２以内の

もの 

８５４，２００

円 

床面積の合

計が２５，０

００m２を超

えるもの 

９７５，０００

円 

 

備考 （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（都市整備部建築指導課） 


